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規 則 

 

 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 三 年 四 月 十 九 日 

                              三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

三 重 県 規 則 第 二 十 三 号 

   三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規 則 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 九 条 第 一 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 、 「 も の （ 」 の 下 に

「 閲 覧 に あ っ て は 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 若 し く は 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号

中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の 結 果 を 得

る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で

あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 加 え 、 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、

同 項 第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 除 い た も の

を 」 の 下 に 「 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 」 を 加 え る 。 

   附 則 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 三 条 第 一 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 、 「 も の （ 」 の

下 に 「 閲 覧 に あ っ て は 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 若 し く は 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、 同 項

第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の

結 果 を 得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 さ れ た も の 」

の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 加 え 、 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ

等 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項

中 「 除 い た も の を 」 の 下 に 「 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 」 を 加 え る 。 

 

人 事 委 規 則  

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 三 年 四 月 十 九 日 

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  飯  田  俊  司   

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 二 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 別 表 第 二 の 四 医 療 職 給 料 表 （一
）

を 次 の よ う に 改 め る 。 

四 医療職給料表（一） 

 職務の級 区分 手当額 

 二種 130,700円

 四種 112,400円

 五種 105,400円

七種 94,300円

4級 

十種 66,600円

五種 101,200円

七種 90,500円

九種 79,900円

 

3級 

十種 63,900円
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 別 表 第 三 の 四 医 療 職 給 料 表 （一
）

を 次 の よ う に 改 め る 。 

四 医療職給料表（一） 

 職務の級 区分 手当額 

 二種 106,700円

 四種 92,700円

 五種 88,100円

 七種 78,800円

 

4級 

十種 55,600円

 五種 74,200円

 七種 66,400円

 九種 58,600円

 

3級 

十種 46,900円

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 別 表 第 二 及 び 別 表 第 三 の 規 定 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 適 用

す る 。 

 

企業庁管理規程 

 

企 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 二 十 三 年 四 月 十 九 日 

三 重 県 企 業 庁 長  東  地  隆  司 

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 号 

企 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 

企 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。 

第 九 条 第 一 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 、 「 も の （ 」 の 下 に

「 閲 覧 に あ っ て は 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 若 し く は 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号

中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の 結 果 を 得

る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で

あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 加 え 、 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、

同 項 第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 除 い た も の

を 」 の 下 に 「 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 」 を 加 え る 。 

附 則 

１ こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 企 業 庁 関 係 三 重 県 個 人 情 報 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

  第 十 二 条 第 一 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 、 「 も の （ 」 の 

下 に 「 閲 覧 に あ っ て は 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 若 し く は 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、 同 項 

第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の 

結 果 を 得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 さ れ た も の 」 

の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 加 え 、 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 

等 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 

中 「 除 い た も の を 」 の 下 に 「 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 」 を 加 え る 。 
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病院事業庁管理規程 

 

 病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 三 年 四 月 十 九 日 

                            三 重 県 病 院 事 業 庁 長  南        清 

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 

   病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 

病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。 

 第 九 条 第 一 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 、 「 も の （ 」 の 下 に

「 閲 覧 に あ っ て は 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 若 し く は 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号

中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の 結 果 を 得

る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で

あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 加 え 、 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、

同 項 第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 除 い た も の

を 」 の 下 に 「 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 」 を 加 え る 。 

   附 則 

１ こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 二 十 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 病 院 事 業 庁 関 係 三 重 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 六 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 三 条 第 一 項 中 「 さ れ た も の 」 の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 、 「 も の （ 」 の

下 に 「 閲 覧 に あ っ て は 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 電 磁 的 記 録 若 し く は 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ 等 」 を 削 り 、 同 項

第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 一 の

結 果 を 得 る こ と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 さ れ た も の 」

の 下 に 「 で あ っ て 用 紙 に 出 力 す る こ と が 適 当 で な い も の 」 を 加 え 、 「 若 し く は 電 磁 的 記 録 」 及 び 「 デ ィ ス プ レ イ

等 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 電 磁 的 機 器 」 を 「 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 及 び プ ロ グ ラ ム 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項

中 「 除 い た も の を 」 の 下 に 「 映 像 若 し く は 音 声 の 出 力 装 置 に 出 力 し た も の を 」 を 加 え る 。 

 

告 示 

 

三重県告示第 263 号 

 政策部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

   政策部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 政策部関係補助金等交付要綱（平成 18 年三重県告示第 305 号）の一部を次のように改正する。 

別表 1 に次のように加える。 

24 三重県地籍整備推

進調査費補助金 

地籍調査以外の測量・調査の

成果を地籍調査と同等の成

果として活用することによ

り、地籍調査の促進を図る。

別に定める地籍

整備推進調査事

業の実施に要す

る経費 

別に定める。 市町 

25 三重県地籍調査ス

タートアップ事業

費補助金 

地籍調査着手前に行う計

画・調査を実施することによ

り、地籍調査の円滑な事業促

進を図る。 

別に定める地籍

調査スタートア

ップ事業の実施

に要する経費 

別に定める。 市町 

 

 

別表 2 中 
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19 三重県市町村振興

事業基金交付金 

  

「 

 」

を 

 

19 三重県市町村振興

事業基金交付金 

  

20 

 

三重県地籍整備推

進調査費補助金 

  

「 

 」 

に改める。 

附 則     

この告示は、公表の日から施行し、改正後の政策部関係補助金等交付要綱の規定は、平成 23 年度分の補助金等

から適用する。 

 

三重県告示第 264 号 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づく額（平成 6 年三重県告示第 265

号）の一部を次のように改正し、平成 23 年 4 月 19 日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日

以後に支給すべき事由の生じた休業補償に係る補償基礎額から適用します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

    

     「                     「 

 

 

 

 

 

 

表中  を      に改める。 

 

 

 

 

 

                     」                     」 

 

三重県告示第 265 号 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第 10 条の 2 の規定により知事が定める金額（平

成 11 年三重県告示第 261 号）の一部を次のように改正し、平成 23 年 4 月 19 日以後の期間に係る介護補償につい

て適用します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 

 表中「104,730 円」を「104,530 円」に、「56,790 円」を「56,720 円」に、「52,370 円」を「52,270 円」に、「28,400

円」を「28,360 円」に改める。 

 

4,575 円 13,255 円

5,115 円 13,255 円

5,777 円 13,837 円

6,349 円 16,712 円

6,844 円 19,454 円

7,088 円 22,362 円

7,016 円 23,916 円

6,612 円 24,900 円

5,906 円 23,499 円

4,634 円 20,364 円

4,030 円 14,419 円

4,030 円 13,255 円

4,317 円 12,750 円 

4,920 円 12,750 円 

5,565 円 13,028 円 

6,090 円 16,028 円 

6,539 円 18,500 円 

6,749 円 22,065 円 

6,688 円 23,750 円 

6,274 円 24,409 円 

5,549 円 23,183 円 

4,629 円 20,754 円 

3,940 円 15,217 円 

3,940 円 12,750 円 

三重県告示第 266 号 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 54 条第 2 項の規定により、次のとおり育成医療又は更生医療

に係る指定自立支援医療機関を指定しました。 

平成 23 年 4 月 19 日 
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三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地 
標ぼうしている

診 療 科 目

担当しようとする 

医 療 の 種 類 
指定年月日 

病院及び診療所 

（ただし更生医

療のみ） 

亀山市立医療セ

ンター 

亀山市亀田町 466-

1 
内科 腎臓に関する医療 平成 23年 3月 1日

薬局 
ジップドラッグ

桔梗が丘薬局 

名張市桔梗が丘 7

番町 3 街区 1813-8
 薬局 平成 23年 3月 1日

薬局 坂の下薬局 

桑名市大字西方字

梅ノ木戸 1569 番

地 1 

 薬局 平成 23年 4月 1日

薬局 
なかよし調剤薬

局阿山店 

伊賀市馬場 1122

番地の 2 
 薬局 平成 23年 4月 1日

 

三重県告示第 267 号 

 障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 64 条の規定により、次のとおり育成医療又は更生医療に係る

指定自立支援医療機関から名称及び所在地の変更の届出がありました。 

平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

医療機関の名称及び所在地 医療機関の 

種 別 
医療機関の名称 

変更前 変更後 

標ぼうしている

診 療 科 目

担当しようとする

医 療 の 種 類 

変 更 

年月日 

薬局 
ジャスコ鈴鹿ベ

ルシティ店薬局 

ジ ャ ス コ 鈴

鹿 ベ ル シ テ

ィ店薬局 

イ オ ン 薬 局

鈴 鹿 ベ ル シ

ティ店 

薬局  
平成 23 年

3 月 1 日

薬局 
ジャスコ四日市

尾平店薬局 

ジ ャ ス コ 四

日 市 尾 平 店

薬局 

イ オ ン 薬 局

四 日 市 尾 平

店 

薬局  
平成 23 年

3 月 1 日

薬局 
ジャスコ四日市

北店調剤薬局 

ジ ャ ス コ 四

日 市 北 店 調

剤薬局 

イ オ ン 薬 局

四日市北店 
薬局  

平成 23 年

3 月 1 日

薬局 
ジャスコ明和店

薬局 

ジ ャ ス コ 明

和店薬局 

イ オ ン 薬 局

明和店 
薬局  

平成 23 年

3 月 1 日

薬局 
ジャスコ新名張

店薬局 

ジ ャ ス コ 新

名張店薬局 

イ オ ン 薬 局

名張店 
薬局  

平成 23 年

3 月 1 日

薬局 
なかよし調剤薬

局 

な か よ し 調

剤薬局 

な か よ し 調

剤 薬 局 久 米

店 

薬局  
平成 23 年

4 月 1 日

 

三重県告示第 268 号 

公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第 22 条第 1 項の規定により、次のとおり 竣
しゅん

功認可をしました。 

 なお、関係書類は、三重県農水商工部水産基盤室及び鳥羽市役所に備え置いて、この告示の日から起算して 10 

年間閲覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1 竣
しゅん

功認可年月日及び番号 

  平成 23 年 4 月 19 日 

  三重県指令農商第 14-19 号 

2 竣
しゅん

功認可を受けた者の名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 

  鳥羽市 
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  鳥羽市鳥羽三丁目 1 番 1 号 

  代表者 

  鳥羽市長 木田 久主一 

  鳥羽市河内町 858 番地 

3  埋立ての位置及び区域 

(1) 位置  

 三重県鳥羽市菅島町字口ノ島 307-4 及び 307-5 地先の道路敷をはさむ公有水面、同所 305 地先の道路敷及 

び堤防敷をはさむ公有水面、字中村谷 3-18、4-1 及び 4 地先の道路敷及び堤防敷をはさむ公有水面、同所 45-1 

地先の水路敷をはさむ公有水面、字根村谷 46 地先の堤防敷をはさむ公有水面、同所 104 地先の堤防敷をはさ 

む公有水面、字城山 112 及び 112-5 地先の公有水面、字トウマ 115 地先の公有水面、同所 149 地先の堤防敷 

をはさむ公有水面並びに字大日山 151-14 及び 151-13 地先の公有水面 

(2) 区域 

    1 工区 

   次の①の地点から④の地点まで順次に直線で結んだ線及び①の地点と④の地点を結ぶ満潮位（ＤＬ+2.039 

ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域 

①の地点 菅島港 3 号北防波堤灯台（北緯 34 度 30 分 08 秒、東経 136 度 54 分 02 秒）から 180 度 37 分 13

秒 335.075ｍの地点 

   ②の地点 ①の地点から   54 度 36 分 19 秒    0.559ｍの地点 

③の地点 ②の地点から  126 度 33 分 01 秒   35.673ｍの地点 

④の地点 ③の地点から   81 度 45 分 15 秒    3.500ｍの地点 

2 工区 

   次の⑤の地点から⑥の地点までを直線で結んだ線及び⑤の地点と⑥の地点を結ぶ満潮位（ＤＬ+2.039ｍ） 

  における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域 

   ⑤の地点 菅島港 3 号北防波堤灯台（北緯 34 度 30 分 08 秒、東経 136 度 54 分 02 秒）から 175 度 49 分 15 

秒 313.720ｍの地点 

   ⑥の地点 ⑤の地点から   36 度 48 分 17 秒   37.170ｍの地点 

    3 工区 

   次の⑦の地点から⑫の地点まで順次に直線で結んだ線及び⑦の地点と⑫の地点を結ぶ満潮位（ＤＬ+2.039 

ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域 

   ⑦の地点 菅島港 3 号北防波堤灯台（北緯 34 度 30 分 08 秒、東経 136 度 54 分 02 秒）から 167 度 43 分 51 

秒 261.363ｍの地点 

  ⑧の地点 ⑦の地点から  307 度 00 分 41 秒   59.551ｍの地点 

  ⑨の地点 ⑧の地点から   32 度 21 分 29 秒  126.983ｍの地点 

  ⑩の地点 ⑨の地点から  121 度 46 分 04 秒    6.061ｍの地点 

⑪の地点 ⑩の地点から  121 度 46 分 13 秒   67.514ｍの地点 

⑫の地点 ⑪の地点から  122 度 09 分 39 秒   12.576ｍの地点 

    4 区域 

   次の⑬の地点からの地点まで順次に直線で結んだ線及び⑬の地点との地点を結ぶ満潮位（ＤＬ+2.039 

ｍ）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域 

   ⑬の地点 菅島港 3 号北防波堤灯台（北緯 34 度 30 分 08 秒、東経 136 度 54 分 02 秒）から 145 度 05 分 22 

秒 134.726ｍの地点 

  ⑭の地点 ⑬の地点から  301 度 45 分 48 秒   19.492ｍの地点 

  ⑮の地点 ⑭の地点から  301 度 46 分 04 秒   10.204ｍの地点 

  ⑯の地点 ⑮の地点から  301 度 46 分 53 秒   52.090ｍの地点 

  ⑰の地点 ⑯の地点から  301 度 46 分 40 秒    6.059ｍの地点 

  ⑱の地点 ⑰の地点から   32 度 21 分 43 秒    2.130ｍの地点 

  ⑲の地点 ⑱の地点から  121 度 49 分 35 秒    6.038ｍの地点 

  ⑳の地点 ⑲の地点から  122 度 33 分 18 秒   24.980ｍの地点 

  の地点 ⑳の地点から   32 度 27 分 00 秒  110.281ｍの地点 

  の地点 の地点から  122 度 21 分 28 秒   22.939ｍの地点 
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  の地点 の地点から  122 度 21 分 23 秒   12.999ｍの地点 

  の地点 の地点から  122 度 21 分 42 秒    2.812ｍの地点 

  の地点 の地点から  122 度 07 分 29 秒    3.970ｍの地点 

4  埋立の免許年月日及び番号 

  昭和 61 年 3 月 5 日 三重県指令漁港第 2-8 号 

5  埋立区域の面積 

  10,274.09 ㎡ 

6  埋立地の用途 

  物揚場敷、岸壁敷、道路敷、駐車場用地、漁港関連施設用地、漁具保管修理施設用地、船揚場用地、漁船保 

管修理施設用地及び野積場用地 

 

三重県告示第 269 号 

公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第 22 条第 1 項の規定により、次のとおり 竣
しゅん

功認可をしました。 

 なお、関係書類は、三重県農水商工部水産基盤室及び鳥羽市役所に備え置いて、この告示の日から起算して 10 

年間閲覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1 竣
しゅん

功認可年月日及び番号 

 平成 23 年 4 月 19 日 

 三重県指令農商第 14-31 号 

2 竣
しゅん

功認可を受けた者の名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 

鳥羽市 

  鳥羽市鳥羽三丁目 1 番 1 号 

  代表者 

  鳥羽市長 木田 久主一 

  鳥羽市河内町 858 番地 

3  埋立ての位置及び区域 

(1) 位置  

 三重県鳥羽市菅島町字村山 315-2 及び同町字口ノ島 307-12 並びに昭和 61 年 3 月 5 日付け三重県指令漁港 

第 2-8 号の免許に係る埋立ての埋立区域前面の公有水面 

(2) 区域 

次の○A 地点から○V 地点まで順次に直線で結んだ線、○V の地点から 53 度 38 分 39 秒 24.3ｍの地点を円心と 

する半径 24.3ｍの円周で○V の地点と○W の地点を結ぶ南側の円弧、○W の地点と○X の地点を結んだ線、○X の地点

から 321 度 21 分 35 秒 54.7ｍの地点を円心とする半径 54.7ｍの円周で○X の地点と○Y の地点とを結ぶ東側の

円弧、○Z の地点から○Q'の地点まで順次に直線で結んだ線により囲まれた区域 

○A の地点 菅島港 3 号北防波堤灯台（北緯 34 度 30 分 08 秒、東経 136 度 54 分 02 秒）から 225 度 34 分 39 

秒 484.320ｍの地点 

○B の地点 ○A の地点から 339 度 49 分 01 秒   6.023mの地点 

○C の地点 ○B の地点から  17 度 38 分 01 秒    3.324mの地点 

○D の地点 ○C の地点から  107 度 38 分 04 秒    3.034mの地点 

○E の地点 ○D の地点から   17 度 33 分 54 秒   29.222mの地点 

○F の地点 ○E の地点から  287 度 37 分 51 秒    2.998mの地点 

○G の地点 ○F の地点から   17 度 39 分 00 秒    0.993mの地点 

○H の地点 ○G の地点から   53 度 44 分 35 秒    7.029mの地点 

○I の地点 ○H の地点から  143 度 05 分 32 秒    3.024mの地点 

○J の地点 ○I の地点から   53 度 08 分 51 秒  170.022mの地点 

○K の地点 ○J の地点から   53 度 11 分 40 秒   12.542mの地点 

○L の地点 ○K の地点から   53 度 11 分 26 秒   11.187mの地点 

○M の地点 ○L の地点から   53 度 11 分 21 秒    9.526mの地点 

○N の地点 ○M の地点から   53 度 12 分 07 秒    3.351mの地点 
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○O の地点 ○N の地点から  323 度 39 分 09 秒    1.513mの地点 

○P の地点 ○O の地点から  322 度 45 分 02 秒    1.510mの地点 

○Q の地点 ○P の地点から   54 度 10 分 34 秒    0.745mの地点 

○R の地点 ○Q の地点から   53 度 04 分 11 秒    0.761mの地点 

○S の地点 ○R の地点から   52 度 55 分 36 秒    3.605mの地点 

○T の地点 ○S の地点から   54 度 11 分 07 秒    2.574mの地点 

○U の地点 ○T の地点から   52 度 46 分 44 秒    2.414mの地点 

○V の地点 ○U の地点から  142 度 43 分 53 秒    2.817mの地点 

○W の地点 ○V の地点から   98 度 23 分 07 秒   34.520mの地点 

○X の地点 ○W の地点から   53 度 14 分 13 秒   34.830mの地点 

○Y の地点 ○X の地点から   16 度 39 分 18 秒   62.287mの地点 

○Z の地点 ○Y の地点から  342 度 22 分 07 秒    3.427mの地点 

○A'の地点 ○Z の地点から    7 度 56 分 32 秒    2.026mの地点 

○B'の地点 ○A'の地点から   97 度 18 分 22 秒    5.615mの地点 

○C'の地点 ○B'の地点から    7 度 09 分 17 秒    5.283mの地点 

○D'の地点 ○C'の地点から   97 度 10 分 31 秒   50.109mの地点 

○E'の地点 ○D'の地点から  123 度 42 分 48 秒    5.495mの地点 

○F'の地点 ○E'の地点から  212 度 25 分 44 秒   63.466mの地点 

○G'の地点 ○F'の地点から  212 度 20 分 54 秒    6.551mの地点 

○H'の地点 ○G'の地点から  212 度 06 分 19 秒   32.504mの地点 

○I'の地点 ○H'の地点から  211 度 40 分 00 秒    1.524mの地点 

○J'の地点 ○I'の地点から  212 度 10 分 51 秒    4.118mの地点 

○K'の地点 ○J'の地点から  292 度 33 分 30 秒    1.434mの地点 

○L'の地点 ○K'の地点から  244 度 24 分 39 秒   18.881mの地点 

○M'の地点 ○L'の地点から  202 度 53 分 05 秒   38.076mの地点 

○N'の地点 ○M'の地点から  215 度 08 分 47 秒   24.304mの地点 

○O'の地点 ○N'の地点から  233 度 34 分 25 秒   31.011mの地点 

○P'の地点 ○O'の地点から  249 度 47 分 21 秒   43.207mの地点 

○Q'の地点 ○P'の地点から  249 度 49 分 28 秒   95.181mの地点 

4  埋立ての免許年月日及び番号 

平成 9 年 7 月 4 日 三重県指令漁整第 555 号 

5  面積 

20,425.59 ㎡ 

6  埋立地の用途 

護岸敷、岸壁敷、道路敷、野積場用地、養殖施設用地、水産種苗生産施設用地、給油施設用地、駐車場用地、

漁具保管修理施設用地、水路敷、漁港環境整備施設用地及び漁村再開発用地 

 

三重県告示第 270 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 2 項の規定により下記の大規模

小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに団体にあっては代表者の氏名 2 

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき

事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日から 4

月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                            三 重 県 知 事   野  呂  昭  彦   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  お宝市番館 三重本店 
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  桑名市大字大仲新田字屋敷前 383-2 ほか 38 筆 

2  変更事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

   （変更前） 

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 備 考 

株式会社イーグル 午前 10 時 午前 3 時 本棟 

株式会社スギ薬局 午前 10 時 午後 10 時 別棟 

   （変更後） 

小売業者名 開店時刻 閉店時刻 備 考 

株式会社イーグル 24 時間営業 本棟 

株式会社スギ薬局 変更なし 変更なし 別棟 

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

（変更前） 

位 置 駐車場利用可能時間帯 

本棟店舗前駐車場 本棟店舗前 

別棟店舗前駐車場 別棟店舗前 

西駐車場 本棟西側 

北駐車場 本棟北側 

午前 9 時 30 分から午前 3 時 30 分まで 

本棟東駐車場 本棟東側 

喫茶店駐車場 喫茶店南側 
午前 9 時 30 分から午後 10 時まで 

（変更後） 

位 置 駐車場利用可能時間帯 

本棟店舗前駐車場 本棟店舗前 

別棟店舗前駐車場 別棟店舗前 

西駐車場 本棟西側 

北駐車場 本棟北側 

24 時間 

本棟東駐車場 本棟東側 

喫茶店駐車場 喫茶店南側 
変更なし 

3  変更年月日 

平成 23 年 4 月 29 日 

4  変更する理由 

営業機会の拡大のため 

5  届出の日 

平成 23 年 4 月 4 日 

6  届出等の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

平成 23 年 4 月 19 日から同年 8 月 19 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 271 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第 6 条第 2 項の規定により下記の大規模

小売店舗を設置する者から変更の届出がなされたので、同条第 3 項の規定により次のとおり公告します。 

 法第 8 条第 2 項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため

配慮すべき事項について意見を有する者は、「1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 2 

意見の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地 3 その周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき

事項 4 意見の内容（日本語により、意見の理由を含めて記載する。）」を記載した意見書をこの公告の日から 4

月以内に三重県農水商工部商工振興室に到着するように提出してください。 

 なお、提出された意見は、法第 8 条第 3 項の規定により公告し、縦覧します。 
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  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ニトリ桑名店 

  桑名市大字小貝須字柳原 455 番 1 

2  変更事項 

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

（変更前） 

位 置 数 

駐車場 1 店舗前面駐車場(店舗南東側) 2

駐車場 2 隔地駐車場(店舗南側) 3

駐車場 3 隔地駐車場(店舗南西側) 1

合 計 6

（変更後） 

位 置 数 

駐車場 1 店舗前面駐車場(店舗南東側) 1

駐車場 2 隔地駐車場(店舗南側) 3

駐車場 3 隔地駐車場(店舗南西側) 1

駐車場 4 店舗前面駐車場(店舗東側) 1

合 計 6

3  変更年月日 

  平成 23 年 5 月 1 日 

4  変更する理由 

店舗運営計画の変更のため 

5  届出の日 

  平成 23 年 3 月 31 日 

6  届出等の縦覧場所 

  三重県農水商工部商工振興室 

7  届出等の縦覧の期間及び時間 

  平成 23 年 4 月 19 日から同年 8 月 19 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 272 号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項及び第 2 項の規定による届出（大規模小売店舗

内の店舗面積の増加等）に対して同法第 8 条第 1 項の規定により桑名市から聴取した意見の概要について、同条

第 3 項の規定により公告します。 

平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

マイカル桑名店 1 番街、2 番街、3 番街 

桑名市新西方一丁目 22 番地 

2  桑名市から聴取した意見 

周辺自治会、住民等の意見を聴く等、地域住民の理解が得られるように対応し、万一苦情が発生した場合は、

誠意をもって速やかに対処すること。 

3  意見の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成 23 年 4 月 19 日から同年 5 月 19 日まで 
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開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第273号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 6 条第 1 項の規定による届出（大規模小売店舗の名称の変

更等）に対して同法第 8 条第 1 項の規定により熊野市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定によ

り公告します。 

平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

イオン熊野店 

熊野市井戸町井土358-1 

2  熊野市から聴取した意見 

  意見なし 

3  意見の縦覧場所 

三重県農水商工部商工振興室 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

平成23年4月19日から同年5月19日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 274 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  北勢都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 275 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  大安都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 276 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 
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三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  明和都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 277 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  多気都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 278 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  伊勢都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 279 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  鳥羽都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 280 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告
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示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  南勢都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 281 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  伊賀都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 282 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  阿山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 283 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  青山都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 
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三重県告示第 284 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  名張都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 285 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  尾鷲都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 286 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  熊野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 287 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  紀伊長島都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 
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3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

三重県告示第 288 号 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 18 条第 1 項の規定により、都市

計画を変更しましたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告

示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  都市計画の種類及び名称 

  御浜都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

2  都市計画を定める土地の区域 

  都市計画の図書において表示します。 

3  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策室 

 

議 会 訓 令 

 

三重県議会訓令第 4 号 

三重県議会事務局   

 議会関係三重県情報公開条例施行規程の一部を改正する訓令を次のように定めます。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三重県議会議長  三  谷  哲  央   

 議会関係三重県情報公開条例施行規程（平成 12 年三重県議会訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。 

 第 9 条第 1 項中「されたもの」の下に「であって用紙に出力することが適当でないもの」を、「もの（」の下に

「閲覧にあっては」を加え、同条第 2 項中「電磁的記録若しくは」及び「ディスプレイ等」を削り、同項第 2 号

中「電磁的機器」を「電子計算機その他の機器及びプログラム（電子計算機に対する指令であって一の結果を得

ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）」に改め、同条第 3 項中「されたもの」の下に「で

あって用紙に出力することが適当でないもの」を加え、「若しくは電磁的記録」及び「ディスプレイ等」を削り、

同項第 2 号中「電磁的機器」を「電子計算機その他の機器及びプログラム」に改め、同条第 4 項中「除いたもの

を」の下に「映像若しくは音声の出力装置に出力したものを」を加える。 

附 則 

1  この訓令は、平成 23 年 6 月 1 日から施行する。 

2  議会関係三重県個人情報保護条例施行規程（平成14年三重県議会訓令第1号）の一部を次のように改正する。 

   第 12 条第 1 項中「されたもの」の下に「であって用紙に出力することが適当でないもの」を、「もの（」の 

下に「閲覧にあっては」を加え、同条第 2 項中「電磁的記録若しくは」及び「ディスプレイ等」を削り、同項

第 2 号中「電磁的機器」を「電子計算機その他の機器及びプログラム（電子計算機に対する指令であって一の

結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。）」に改め、同条第 3 項中「されたもの」

の下に「であって用紙に出力することが適当でないもの」を加え、「若しくは電磁的記録」及び「ディスプレイ

等」を削り、同項第 2 号中「電磁的機器」を「電子計算機その他の機器及びプログラム」に改め、同条第 4 項

中「除いたものを」の下に「映像若しくは音声の出力装置に出力したものを」を加える。 

 

公 告 

 

毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）第 8 条第 1 項第 3 号の規定による平成 23 年度毒物劇物取扱者

試験を次のとおり実施します。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦 
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1  試験の日時 

  平成 23 年 7 月 31 日（日） 午後 1 時から午後 3 時まで 

2  試験の場所 

  津市栗真町屋町 1577 

  三重大学（生物資源学部） 

3  試験の種類 

(1) 一般毒物劇物取扱者試験 

(2) 農業用品目毒物劇物取扱者試験 

(3) 特定品目毒物劇物取扱者試験 

4  試験科目 

(1) 学科試験 

  ア 毒物及び劇物に関する法規 

  イ 基礎化学 

  ウ 毒物及び劇物（農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては毒物及び劇物取締法施行規則（昭和 26 年厚生

省令第 4 号。以下「規則」といいます。）別表第 1 に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験に

あっては規則別表第 2 に掲げる劇物に限ります。）の性質及び貯蔵その他取扱方法 

(2) 実地試験（筆記により実施します。） 

毒物及び劇物（農業用品目毒物劇物取扱者試験にあっては規則別表第 1 に掲げる毒物及び劇物、特定品目

毒物劇物取扱者試験にあっては規則別表第 2 に掲げる劇物に限ります。）の識別及び取扱方法 

5  受験手続 

(1) 提出書類等 

  ア 受験申込書 正本及び副本各 1 部 計 2 部 

  イ 写真 1 枚（申込前 6 月以内に写した無帽正面、上半身像のものであって、縦 4.5 ㎝、横 3.5 ㎝のもの

で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

(2) 申込用紙の交付 

  ア 交付期間 

    平成 23 年 6 月 6 日（月）から同月 24 日（金）まで（土曜日及び日曜日を除きます。）の午前 8 時 30 分

から午後 5 時 15 分までとします。 

  イ 交付場所 

    県内最寄りの保健福祉事務所（保健所）、四日市市保健所又は三重県健康福祉部薬務食品室 

(3) 受験申込書の提出先 

  ア 県内居住者 

    県内最寄りの保健福祉事務所（保健所）又は四日市市保健所 

  イ 県外居住者 

    県内最寄りの保健福祉事務所（保健所）、四日市市保健所又は三重県健康福祉部薬務食品室 

(4) 受験申込書の受付期間 

平成 23 年 6 月 20 日（月）から同月 24 日（金）までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとします。 

なお、郵送の場合は、平成 23 年 6 月 24 日（金）までの消印のあるものに限り受け付けます。 

(5) 受験手数料 

10,500 円の三重県収入証紙を受験申込書（正本）に貼り付けてください。 

なお、受験申込書提出後は返金しません。 

6  合格発表 

  平成 23 年 8 月 26 日（金）午前 10 時に合格者の受験番号を三重県庁正面玄関、各保健福祉事務所（保健所）

及び四日市市保健所に掲示します。また、当日中に三重県ホームページ（http://www.pref.mie.lg.jp/）にも

掲載します。 

  県外居住者にあっては、直接合格者に通知します。 

  なお、電話及びメールによる照会には応じませんが、合格者には合格証を郵送します。 

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 41 条の規定により、平成 23 年度狩猟

免許試験を次のとおり実施します。 
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平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  狩猟免許試験を行う日時、場所及び申請書の受付期限 

実 施 日 時 会       場 申請書の受付期限 

平成 23 年 7 月 7 日（木） 

9:30～17:00 

津市一身田上津部田 1234 

三重県総合文化センター 

平成 23 年 6 月 30 日（木）の午後 5 時

15 分まで 

平成 23 年 7 月 24 日（日） 

9:30～17:00 

熊野市井戸町 371 

三重県熊野庁舎 

平成 23 年 7 月 15 日（金）の午後 5 時

15 分まで 

平成 23 年 8 月 6 日（土） 

9:30～17:00 

津市栄町 1 丁目 891 

三重県吉田山会館 

平成 23 年 7 月 29 日（金）の午後 5 時

15 分まで 

2  免許試験を受けることができる者 

    三重県内に住所を有する者で鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下「法」といいます。）第 40 条

各号のいずれにも該当しないものとします。 

3  受験手続   

 (1) 提出書類 

   ア 狩猟免許申請書 

  イ 受験票 

    必要事項を記入し、申請前 6 月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ 3.0cm、横

の長さ 2.4cm の写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの 1 枚をはり付けてください。 

  ウ 医師の診断書 

    銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第 6 号）第 4 条第 1 項第 1 号の規定による銃砲所持許可を現に

受けていない者にあっては、法第 40 条第 2 号から第 4 号までの規定に該当するかどうかについての医師の

診断書 

    エ 住民票抄本（現に狩猟免許を受けている者で更に異なる種類の狩猟免許を受けようとするものは、必要

ありません。） 

 (2) 受験手数料 

     5,200 円分（現に狩猟免許を受けている者で更に異なる種類の狩猟免許を受けようとするものは、3,900

円分）の三重県収入証紙を狩猟免許申請書にはり付けてください。 

 (3) 受付場所 

     住所地を所管する各農林（水産）商工環境事務所で受け付けます。 

4  試験科目 

 (1) 知識試験 

      鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関する知識 

 (2) 適性試験 

      視力、聴力及び運動能力 

 (3) 技能試験（(1)及び(2)の合格者に対して行います。） 

      猟具の取扱い、鳥獣の判別及び距離の目測（網猟免許及びわな猟免許受験者は、距離の目測を除きます。） 

5  試験科目の一部免除 

   狩猟免許を現に受けている者で更に異なる種類の狩猟免許を受けようとするものは、知識試験のうち、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関する知識の試験を免除します。 

6  合格者の発表 

   技能試験終了後、5 日以内に合格者の受験番号を県庁掲示板に発表するとともに、受験者に郵送で通知しま

す。 

7  その他 

 (1) 狩猟免許申請書及び受験票の用紙は、各農林（水産）商工環境事務所で交付するものを使用してください。 

 (2) その他狩猟免許試験の詳細については、三重県環境森林部自然環境室又は各農林（水産）商工環境事務所

へ問い合わせてください。 

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 51 条の規定により、平成 23 年度狩猟

免許更新講習及び適性検査を次のとおり実施します。 
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平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1 日時、場所及び申請書の受付期限  

所  管 主たる対象地域 開催年月日及び受付時間 会    場   申請書の受付期限 

四日市 四日市農林商工環

境事務所管内 

平成 23 年 6 月 17 日(金) 

8:30～9:00 

四日市市新正 4-21-5 

三重県四日市庁舎 

平成 23 年 6 月 10 日（金）

の午後 5 時 15 分まで 

津 

 

津農林水産商工環

境事務所管内 

平成 23 年 7 月 5 日(火) 

8:30～9:00 

津市桜橋 3-446-34 

三重県津庁舎 

平成 23 年 6 月 28 日（火）

の午後 5 時 15 分まで 

松阪 松阪農林商工環境

事務所管内 

平成 23 年 6 月 28 日(火) 

8:30～9:00 

松阪市高町 138 

三重県松阪庁舎 

平成 23 年 6 月 21 日（火）

の午後 5 時 15 分まで 

  伊勢 伊勢農林水産商工

環境事務所管内 

平成 23 年 7 月 12 日(火） 

12:10～12:40 

伊勢市御薗町長屋 2767 

ハートプラザみその 

平成 23 年 7 月 5 日(火)

の午後 5 時 15 分まで 

伊勢 

 

伊勢農林水産商工

環境事務所管内 

平成 23 年 7 月 14 日(木) 

13:00～13:20 

志摩市磯部町迫間 878-9 

志摩市磯部町生涯学習センター

平成 23 年 7 月 7 日（木）

の午後 5 時 15 分まで 

伊賀 

 

伊賀農林商工環境

事務所管内 

平成 23 年 6 月 28 日(火) 

8：30～9：00 

伊賀市四十九町 2802 

三重県伊賀庁舎 

平成 23 年 6 月 21 日（火）

の午後 5 時 15 分まで 

尾鷲 

 

尾鷲農林水産商工

環境事務所管内 

平成 23 年 7 月 11 日(月) 

8:00～8:55 

尾鷲市坂場西町 1-1 

三重県尾鷲庁舎 

平成 23 年 7 月 4 日（月）

の午後 5 時 15 分まで 

熊野 

 

熊野農林商工環境

事務所管内 

平成 23 年 7 月 22 日(金) 

8:30～9:00 

熊野市井戸町 371 

三重県熊野庁舎 

平成 23 年 7 月 15 日（金）

の午後 5 時 15 分まで 

津 

 

県内全域 平成 23 年 8 月 28 日(日) 

8:30～9:00 

津市桜橋 3-446-34 

三重県津庁舎 

平成 23 年 8 月 19 日（金）

の午後 5 時 15 分まで 

2  受講及び受検対象者 

   平成23年 9月 14日まで有効の狩猟免許を持っている者（平成20年度に狩猟免許を受けた者又は更新した者）

で、狩猟免許の更新を受けようとするものとします。ただし、種類及び有効期間が満了する日の異なる 2 以上

の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいず

れかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩

猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができます。 

3  受講及び受検の手続 

 (1) 提出書類 

    ア 狩猟免許更新申請書 

  イ 狩猟免許更新講習及び適性検査受検票 

    必要事項を記入し、申請前 6 月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ 3.0cm、横

の長さ 2.4cm の写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの 1 枚をはり付けてください。 

  ウ 医師の診断書 

    銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第 6 号）第 4 条第 1 項第 1 号の規定による銃砲所持許可を現に

受けていない者にあっては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第 40 条第 2 号から第 4 号までの規

定に該当するかどうかについての医師の診断書 

 (2) 受講及び受検手数料 

     2,800 円分の三重県収入証紙を狩猟免許更新申請書にはり付けてください。 

 (3) 受付場所 

     住所地を所管する各農林（水産）商工環境事務所で受け付けます。 

4  講習科目及び適性検査の内容 

 (1)  講習科目 

      鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の判別、鳥獣の保護管理並びに猟具の取扱い 

 (2)  適性検査  

      視力、聴力及び運動能力の検査 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任
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の届出がありました。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

 伊倉津井土地改良区（津市雲出伊倉津町 872 番地 3） 

 退任理事 

津市雲出伊倉津町 1072 鎌 田 繁 一 

退任監事 

津市雲出伊倉津町 771 田 中 勝 久 

  〃   〃   550 田 中 又 治 

就任理事 

津市雲出伊倉津町 1004 大 西   純 

就任監事 

津市雲出伊倉津町 771 田 中 勝 久 

  〃   〃   550                            田 中 又 治 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 30 条第 2 項の規定により、矢持土地改良区（伊賀市腰山 495 番地）

の定款の変更を認可しました。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

                             三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

 

 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 68 条第 4 項において準用する同法第 18 条第 16 項の規定により、次

の土地改良区から清算人の就任の届出がありました。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

 片野土地改良区（津市一志町片野 245 番地 1） 

 就任清算人 

津市一志町片野328番地3 今 西 孝 輝 

  〃  〃  〃 331番地 近 藤   光 

  〃  〃  〃 252番地 中 島 捨 男 

  〃  〃  〃 260番地2 中 島   修 

  〃  〃  〃 209番地3 近 藤 光 城 

松阪市嬉野平生町703番地1 松 本 治 夫 

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 113 条の 2 第 3 項の規定により、次の県営土地改良事業について、そ

の工事を完了しました。 

  平成 23 年 4 月 19 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

事    業    名 地 区 名 工事完了年月日 

県営ため池等整備事業（ため池整備工事一般型） 宮池地区 平成 23 年 3 月 31 日

 

県営基幹水利施設補修事業 南家城川口井地区 平成 23 年 3 月 31 日

 

 

 

発行  三  重  県 
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